
執行額

計 12,355 10,906 7,906 5,968 -

2,561 1,655 -

繰越し等 ▲ 306 ▲ 241 1,219 2,225

24年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 12,457 8,587 5,032 3,743 30,483の内数

補正予算 204

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

・老朽化した空港施設の更新・改良を実施する。
・既存ストックを活用した質的向上のための
整備を実施する。
・滑走路の移設・延長事業等を実施する。（運航
制限の解消等、安全・安心の確保のための整備
を実施する。）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

空港法第４条、第５条
関係する計画、

通知等
社会資本整備重点計画（平成21年3月31日閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程
度以内）

国際競争力を強化するための基盤であり、地域における広域的な交流の拠点である空港について、航空利用者の視点も踏まえ
つつ、その機能を確保・維持するとともに、航空における安全・安心を確保するための取組を着実に推進する。

S31～ 担当課室 空港施設課
課長

　池田　薫

会計区分 社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定） 施策名 25　航空交通ネットワークの強化

事業番号 367
　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(国土交通省)
事業名 一般空港等整備事業（補助） 担当部局庁 航空局  航空ネットワーク部 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

空港の分類 施設 一般 北海道 離島 奄美 沖縄

基本施設 ５５％ ２／３ ８０％ － ９０％

附帯施設 ５５％以内 ２／３以内 ８０％ － ９０％

基本施設 ５０％ ６０％ ８０％ ８０％ ９０％

附帯施設 ５０％以内 ６０％以内 ８０％ ８０％ ９０％

空港整備事業費における国の負担率及び補助率

特 定
地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

計 3,743 30,483の内数

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳

費　目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

空港整備事業費補助 3,743 30,483の内数 具体な内訳については、予算成立後の箇所付け時に決定される。

―

(      20      ) (      13      )

単位当たり
コスト

386（実績額／実施空港数） 算出根拠
事業費全体（H22実績額）を実施箇所数（H22整備実施空港数）で除し
た金額を単位当たりコストとして算出。

空港施設の機能保持を行った箇所数
（空港整備事業による整備箇所数）

活動実績

（当初見込
み）

空港
18 29 20

78.7

活動指標及び
活動実績
（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

22年度
目標値
（24年度）

新石垣空港建設事業における進捗割合

成果実績 億円 60.5 59.4 64.6 －

達成度

成果指標 単位 20年度 21年度

％ 46.0 61.7

執行率（％） 98.8 99.2 97.7

執行額 12,210 10,815 7,726



予算監視・効率化チームの所見

一部改善　④
　限られた予算の中、投資の選択と集中を行う観点から、引き続き対象となる事業について優先度の更なる精査を行い、真に必要
なもの、緊急性の高いものに重点化を図り、効率的・効果的な予算の執行を図るべき。
なお 地方の自助努力や空港運営の透明性を促す取組については 引き続き実施すべき

- 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　２１年度実施された「事業仕分け」において、一般空港については「予算要求の削減（１０％程度）」とされたことを受け、一般空港の整備に
ついては、老朽化した滑走路などの土木施設や照明施設並びに無線施設等の更新・改良の整備について、更新時期を精査のうえ可能なも
のは、次年度以降に事業を先送りすることにより、２２年度予算は縮減を行ったところであるが、引き続き更新時期の更なる精査等、効率的・
効果的な予算の執行に向けた取り組みを検討する。
【前回の指摘を踏まえた執行上の改善点】
　２２年度に実施された「行政事業レビュー」において、「抜本的改善（地方の自助努力や空港運営の透明性を促すための更なる取組みを行
うとともに、地方空港に対する補助の考え方を整理すべき。）」とされたことを受け、２３年度予算からは空港別収支が公表されていることを補
助採択の要件とすることにより、地方の自助努力や空港運営の透明性を促すこととしている。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。
　各地域の活力を向上させるためには、内外にわたる広
範な交流を促進することが必要である。このため、国際
競争力を強化するための基盤であり、地域における広域
的な交流の拠点である空港について、航空利用者の視
点も踏まえつつ、その機能を確保・維持するとともに、航
空における安全・安心を確保するための取組を着実に推
進する。

○ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。 地方公共団体の管理する空港において、日常における航空機の安全
且つ安定運航を確保するため、老朽化した空港施設の更新・改良等
の事業を実施しているところであり、国はその必要性を精査したうえで
費用の一部について、負担・補助を行っている。なお、事業の発注は
各地方公共団体で実施しているが、執行状況については毎月提出さ
れる契約済報告書によりその状況を把握しており、補助金請求時に
おいても、支払先や使途について確認を行っている。
　また、事業完了後においては、「補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律」に基づき、報告書等の書類審査及び現地確認を
行っている。

○ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を
果たす空港においては、設置管理者である地方自治体が空港の整
備・運営を実施。（国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる
空港においては、設置管理者である国土交通省が空港の整備・運営
を実施。）

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

○ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

　事業の優先度の更なる精査を行い、防災対策・安全対策等の緊急性の高い事業に重点化を図った。なお、補助事業については、引き続き空港別
収支が公表されていることを補助採択の要件とすることにより、地方の自助努力や空港運営の透明性を促すこととする。

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

　なお、地方の自助努力や空港運営の透明性を促す取組については、引き続き実施すべき。

行政事業レビュー 年度：平成２２年度

事業番号：１７

事業名：一般空港等整備事業（補助）

「抜本的改善」

（地方の自助努力や空港運営の透明性を促すための更なる取組を行うとともに、地方空港に対する補助の考

え方を整理すべき。）

評価結果

補助金を交付する立場から、地方の自助努力や空港運営の透明性を促すことについて、更なる取組みを行う

べき、また、地方空港に対する補助の考え方を整理すべき、などの点から、本事業については、抜本的改善とさ

せて頂きたい。なお、空港整備については、国交省の成長戦略会議でも一定の方向性が示されていることから、

これに加えて、その議論も十分に踏まえて、今後の検討を行って頂きたい。

とりまとめコメント

事業仕分け第１弾 事業番号：１－２４－（１）

事業名：空港整備事業（一般空港のみ）

「予算要求の縮減（１０％程度）」

（廃止0 名自治体/民間0 名予算計上見送り０名
予算要求縮減：ａ20％ 5 名ｂ１０％程度を縮減 5名 ｃその他 2名（１５％1名、５％1名）、
予算要求通り0名）

評価結果

「廃止等の意見はなく、予算要求の縮減に意見が集中。 この中では、真に必要な事業に限定すべき、空港整

備のグランドデザインの見直しを踏まえ、緊急性の高いものに限って行うべき、との意見があった。

縮減の幅としては、２０％、１０％等と意見が分かれたが、概ね１０％程度が適当との総意であると思われること

から、当ワーキングとしては、１０％の予算要求の縮減を結論とする。」

とりまとめコメント



資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単
位：百万円）

国土交通省

７，７２６百万円

A.地方公共団体（１９団体）
７，７２６百万円

【補助】

地方公共団体が管理する空港の

整備（更新・改良等）を実施する。

地方公共団体が管理する空港に

おいて実施される整備（更新・改

良等）に対し、事業費の一部を負

担・補助する。



C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 5,186 計 0

事業費 事務費 17

事業費 用地買収費 16

事業費 現地調査費 142

事業費 照明施設工事

648

771

事業費 滑走路等舗装工事

事業費 用地造成工事 3,591

A.代表例　（沖縄県　新石垣空港） F.

費　目 使　途 費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 5,549 計 0

事業費 与那国空港 36

事業費 宮古空港 73

事業費 慶良間空港 122

事業費 波照間空港 133

金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

事業費 新石垣空港 5,186

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる
ように記載）

A.沖縄県 E.

費　目 使　途

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

(百万円） (百万円）



支出先上位１０者リスト
A.地方公共団体

10 秋田県 秋田空港における空港整備事業 68 - -

9 和歌山 南紀白浜空港における空港整備事業 83 - -

8 旭川市 旭川空港における空港整備事業 84 - -

7 長野県 松本空港における空港整備事業 85 - -

6 山口県 山口宇部空港における空港整備事業 119 - -

5 岡山県 岡山空港における空港整備事業 133 - -

4 島根県 出雲、石見空港における空港整備事業 192 - -

3 鹿児島県 種子島、奄美、徳之島空港における空港整備事業 376 - -

2 北海道 中標津、紋別、女満別空港における空港整備事業 705 - -

1 沖縄県 新石垣、波照間、慶良間、宮古、与那国空港における空港整備事業 5,549 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率


